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(57)【要約】
【課題】　複数の対象者の生体情報を簡易な方法でモニ
タリングするための生体情報モニタリングシステム、生
体情報モニタリング方法および生体情報モニタリングプ
ログラムを提供する。
【解決手段】　複数の対象者に取り付けられて該対象者
の生体情報を測定する複数の測定機器と、該測定機器に
より測定された前記対象者の生体情報を表示するための
観測者用の携帯可能な情報処理端末とを備え、機器通信
部は、前記端末通信部から送信された送信命令に基づい
て、前記一の識別情報を記憶する複数の測定機器が取り
付けられた一の対象者の生体情報を、前記端末通信部に
送信し、処理部は、前記端末通信部が受信した生体情報
を、前記情報処理端末の表示画面に表示するための表示
情報を生成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の対象者に取り付けられて該対象者の生体情報を測定する複数の測定機器と、該測
定機器により測定された前記対象者の生体情報を表示するための観測者用の携帯可能な情
報処理端末とを備える生体情報モニタリングシステムであって、
　前記複数の測定機器は、
　　前記対象者の生体情報を測定する測定部と、
　　前記対象者を特定するための識別情報および前記測定部により測定された生体情報を
記憶する機器記憶部と、
　　前記機器記憶部により記憶された識別情報を前記情報処理端末に送信する機器通信部
と、
　をそれぞれ有し、
　前記情報処理端末は、
　　前記複数の対象者に取り付けられた複数の測定機器の機器通信部から送信された複数
の識別情報を受信する端末通信部と、
　　前記複数の識別情報を、前記観測者が選択可能に表示するための表示情報を生成する
処理部と、
　　前記観測者による前記複数の識別情報の中からの一の識別情報の選択を受け付ける選
択受付部と、
　を有し、
　前記端末通信部は、前記選択受付部により受け付けられた一の識別情報を記憶する複数
の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を送信させるための命令を前記機器通
信部へ送信し、
　前記機器通信部は、前記端末通信部から送信された送信命令に基づいて、前記一の識別
情報を記憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を、前記端末通信
部に送信し、
　前記処理部は、前記端末通信部が受信した生体情報を、前記情報処理端末の表示画面に
表示するための表示情報を生成する生体情報モニタリングシステム。
【請求項２】
　前記一の対象者に取り付けられる複数の測定機器に記憶される識別情報は、該複数の測
定機器が前記一の対象者に取り付けられていることが識別可能な識別情報であることを特
徴とする請求項１に記載の生体情報モニタリングシステム。
【請求項３】
　前記複数の測定機器と前記情報処理端末との間の情報の授受は、ＢＬＥ無線通信技術を
用いて行われることを特徴とする請求項１または２に記載の生体情報モニタリングシステ
ム。
【請求項４】
　前記処理部は、前記観測者により選択された一の識別情報に対応付けられた生体情報を
、一つの表示画面内で表示するための表示情報を生成することを特徴とする請求項１～３
のいずれか一項に記載の生体情報モニタリングシステム。
【請求項５】
　前記処理部は、前記複数の識別情報を、前記観測者が選択可能に表示するとともに、該
識別情報に対応付けられた複数の測定装置の情報も選択可能に表示することを特徴とする
請求項１～４のいずれか一項に記載の生体情報モニタリングシステム。
【請求項６】
　前記処理部は、前記機器通信部が、前記端末通信部から送信された送信命令に基づいて
、前記一の識別情報を記憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を
、前記端末通信部に送信するための、前記観測者からの指示を受け付けるための指示ボタ
ンを前記表示画面に表示するための表示情報を生成する請求項１～５のいずれか一項に記
載の生体情報モニタリングシステム。
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【請求項７】
　前記情報処理端末は、サーバ記憶部を有するサーバ装置とネットワークを介して接続さ
れ、
　前記サーバ記憶部は、前記識別情報と当該識別情報が記憶された測定機器が取り付けら
れた対象者とを対応付けて記憶し、
　前記処理部は、前記端末通信部が受信した複数の識別情報それぞれに対応付けられた対
象者を、前記識別情報に代えて前記観測者が選択可能に表示するための表示情報を生成す
ることを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の生体情報モニタリングシステム
。
【請求項８】
　前記複数の測定機器は、脳内酸素飽和度モニタ、心電計、血圧計、パルスオキシメータ
またはエコーから選択される２以上の測定機器であることを特徴とする請求項１～７のい
ずれか一項に記載の生体情報モニタリングシステム。
【請求項９】
　複数の対象者に取り付けられて該対象者の生体情報を測定する複数の測定機器と、該測
定機器により測定された前記対象者の生体情報を表示するための観測者用の携帯可能な情
報処理端末とを備える生体情報モニタリングシステムにおいて実行される生体情報モニタ
リング方法であって、
　前記複数の測定機器に、
　　前記対象者の生体情報を測定する測定ステップと、
　　前記対象者を特定するための識別情報および前記測定ステップにおいて測定された生
体情報を記憶する機器記憶ステップと、
　　前記機器記憶ステップにおいて記憶された識別情報を前記情報処理端末に送信する機
器通信ステップと、
　をそれぞれ実行させ、
　前記情報処理端末に、
　　前記複数の対象者に取り付けられた複数の測定機器の機器通信部から送信された複数
の識別情報を受信する端末通信ステップと、
　　前記複数の識別情報を、前記観測者が選択可能に表示するための表示情報を生成する
処理ステップと、
　　前記観測者による前記複数の識別情報の中からの一の識別情報の選択を受け付ける選
択受付ステップと、
　を実行させ、
　前記情報処理端末は、前記選択受付ステップにおいて受け付けられた一の識別情報を記
憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を送信させるための命令を
前記測定機器へ送信し、
　前記測定機器は、前記情報処理端末により送信された送信命令に基づいて、前記一の識
別情報を記憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を、前記情報処
理端末に送信し、
　前記情報処理端末は、前記測定機器が送信して前記情報処理端末が受信した生体情報を
、前記情報処理端末の表示画面に表示するための表示情報を生成する生体情報モニタリン
グ方法。
【請求項１０】
　複数の対象者に取り付けられて該対象者の生体情報を測定する複数の測定機器と、該測
定機器により測定された前記対象者の生体情報を表示するための観測者用の携帯可能な情
報処理端末とを備える生体情報モニタリングシステムを実眼するための生体情報モニタリ
ングプログラムであって、
　前記情報処理端末に、
　　前記複数の対象者に取り付けられた複数の測定機器から送信された複数の識別情報を
受信する端末通信機能と、



(4) JP 2019-22593 A 2019.2.14

10

20

30

40

50

　　前記複数の識別情報を、前記観測者が選択可能に表示するための表示情報を生成する
処理機能と、
　　前記観測者による前記複数の識別情報の中からの一の識別情報の選択を受け付ける選
択受付機能と
　を実現させ、
　前記端末通信機能は、前記選択受付機能において受け付けられた一の識別情報を記憶す
る複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を送信させるための命令を前記
測定機器へ送信し、
　前記処理機能は、前記測定機器が送信して前記端末通信機能が受信した生体情報を、前
記情報処理端末の表示画面に表示するための表示情報を生成する生体情報モニタリングプ
ログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体情報モニタリングシステム、生体情報モニタリング方法および生体情報
モニタリングプログラムに関し、特に、複数の対象者に取り付けられて該対象者の生体情
報を測定する複数の測定機器と、該測定機器により測定された対象者の生体情報を表示す
るための観測者用の携帯可能な情報処理端末とを備える生体情報モニタリングシステム、
該モニタリングシステムにおいて実行される生体情報モニタリング方法および該モニタリ
ングシステムを実現させるための生体情報モニタリングプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、複数の患者の状態を監視する生体情報監視装置として、医療機関においてナ
ースステーションに設置されるセントラルモニタが知られている。セントラルモニタは、
例えば特許文献１に示されるように、集中治療室や病室などに居る各患者のベッドサイド
に設置されたベッドサイドモニタから各患者の生体情報（例えば、心電図、血圧、動脈血
酸素飽和度など）を受信してそれを画面に表示するものである。同様に、特許文献２には
、かかるセントラルモニタの基本画面の利用効率低下を抑制するための発明が開示されて
いる。
【０００３】
　また、ベッドサイドモニタに関連し、特許文献３には、看護師が、患者の生体情報を、
携帯可能な情報処理端末の表示画面で確認するための技術も開示されている。
【０００４】
　具体的には、特許文献３に開示された技術では、患者を識別するための手段として患者
にリストバンド等のＩＤタグを装着させ、看護師は、ベッドに横たわる対象の患者の近く
に立ち、対象の患者のＩＤタグから直接的に識別情報を取得する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１２４９０３号公報
【特許文献２】特開２０１５－０００１７７号公報
【特許文献３】特開２０１６－１２３５７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、生体情報を取得すべき複数の対象者がいる場合、従来の手法では生体情
報の収集は非常に煩雑である。また、複数の対象者それぞれに複数の測定機器が取り付け
られている場合、その生体情報の収集の煩雑さはより高まることが予想される。
【０００７】
　したがって、本発明の目的は、複数の対象者の生体情報を簡易な方法で収集し、モニタ
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リングするための生体情報モニタリングシステム、生体情報モニタリング方法および生体
情報モニタリングプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の生体情報モニタリングシステムは、複数の対象者に取り付けられて該対象者の
生体情報を測定する複数の測定機器と、該測定機器により測定された対象者の生体情報を
表示するための観測者用の携帯可能な情報処理端末とを備える生体情報モニタリングシス
テムであって、複数の測定機器は、対象者の生体情報を測定する測定部と、対象者を特定
するための識別情報および測定部により測定された生体情報を記憶する機器記憶部と、機
器記憶部により記憶された識別情報を情報処理端末に送信する機器通信部とをそれぞれ有
し、情報処理端末は、複数の対象者に取り付けられた複数の測定機器の機器通信部から送
信された複数の識別情報を受信する端末通信部と、複数の識別情報を、観測者が選択可能
に表示するための表示情報を生成する処理部と、観測者による複数の識別情報の中からの
一の識別情報の選択を受け付ける選択受付部とを有し、端末通信部は、選択受付部により
受け付けられた一の識別情報を記憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生
体情報を送信させるための命令を機器通信部へ送信し、機器通信部は、端末通信部から送
信された送信命令に基づいて、一の識別情報を記憶する複数の測定機器が取り付けられた
一の対象者の生体情報を、端末通信部に送信し、処理部は、端末通信部が受信した生体情
報を、情報処理端末の表示画面に表示するための表示情報を生成することを特徴とする。
【０００９】
　一の対象者に取り付けられる複数の測定機器に記憶される識別情報は、該複数の測定機
器が一の対象者に取り付けられていることが識別可能な識別情報とすることができる。
【００１０】
　複数の測定機器と情報処理端末との間の情報の授受は、ＢＬＥ無線通信技術を用いて行
われることができる。
【００１１】
　処理部は、観測者により選択された一の識別情報に対応付けられた生体情報を、一つの
表示画面内で表示するための表示情報を生成することができる。
【００１２】
　処理部は、複数の識別情報を、観測者が選択可能に表示するとともに、該識別情報に対
応付けられた複数の測定装置の情報も選択可能に表示することができる。
【００１３】
　処理部は、機器通信部が、端末通信部から送信された送信命令に基づいて、一の識別情
報を記憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を、端末通信部に送
信するための、観測者からの指示を受け付けるための指示ボタンを表示画面に表示するた
めの表示情報を生成することができる。
【００１４】
　情報処理端末は、サーバ記憶部を有するサーバ装置とネットワークを介して接続され、
サーバ記憶部は、識別情報と当該識別情報が記憶された測定機器が取り付けられた対象者
とを対応付けて記憶し、処理部は、端末通信部が受信した複数の識別情報それぞれに対応
付けられた対象者を、識別情報に代えて観測者が選択可能に表示するための表示情報を生
成することができる。
【００１５】
　複数の測定機器は、脳内酸素飽和度モニタ、心電計、血圧計、パルスオキシメータまた
はエコーから選択される２以上の測定機器とすることができる。
【００１６】
　本発明の生体情報モニタリング方法は、複数の対象者に取り付けられて該対象者の生体
情報を測定する複数の測定機器と、該測定機器により測定された対象者の生体情報を表示
するための観測者用の携帯可能な情報処理端末とを備える生体情報モニタリングシステム
において実行される生体情報モニタリング方法であって、複数の測定機器に、対象者の生
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体情報を測定する測定ステップと、対象者を特定するための識別情報および測定ステップ
において測定された生体情報を記憶する機器記憶ステップと、機器記憶ステップにおいて
記憶された識別情報を情報処理端末に送信する機器通信ステップとをそれぞれ実行させ、
情報処理端末に、複数の対象者に取り付けられた複数の測定機器の機器通信部から送信さ
れた複数の識別情報を受信する端末通信ステップと、複数の識別情報を、観測者が選択可
能に表示するための表示情報を生成する処理ステップと、観測者による複数の識別情報の
中からの一の識別情報の選択を受け付ける選択受付ステップとを実行させ、情報処理端末
は、選択受付ステップにおいて受け付けられた一の識別情報を記憶する複数の測定機器が
取り付けられた一の対象者の生体情報を送信させるための命令を測定機器へ送信し、測定
機器は、情報処理端末により送信された送信命令に基づいて、一の識別情報を記憶する複
数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を、情報処理端末に送信し、情報処
理端末は、測定機器が送信して情報処理端末が受信した生体情報を、情報処理端末の表示
画面に表示するための表示情報を生成することを特徴とする。
【００１７】
　本発明の生体情報モニタリングプログラムは、複数の対象者に取り付けられて該対象者
の生体情報を測定する複数の測定機器と、該測定機器により測定された対象者の生体情報
を表示するための観測者用の携帯可能な情報処理端末とを備える生体情報モニタリングシ
ステムを実現するための生体情報モニタリングプログラムであって、情報処理端末に、複
数の対象者に取り付けられた複数の測定機器から送信された複数の識別情報を受信する端
末通信機能と、複数の識別情報を、観測者が選択可能に表示するための表示情報を生成す
る処理機能と、観測者による複数の識別情報の中からの一の識別情報の選択を受け付ける
選択受付機能とを実現させ、端末通信機能は、選択受付機能において受け付けられた一の
識別情報を記憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を送信させる
ための命令を測定機器へ送信し、処理機能は、測定機器が送信して端末通信機能が受信し
た生体情報を、情報処理端末の表示画面に表示するための表示情報を生成することを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の生体情報モニタリングシステム、生体情報モニタリング方法および生体情報モ
ニタリングプログラムによれば、複数の対象者の生体情報を簡易な方法でモニタリングす
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の生体情報モニタリングシステムのイメージの一例を示す概念図である。
【図２】本発明の生体情報モニタリングシステムの構成の一例を示す構成図である。
【図３】本発明に係るデータ構成の一例を示す構成図である。
【図４】本発明に係る表示画面の一例を示す図である。
【図５】本発明に係る表示画面の一例を示す図である。
【図６】本発明の生体情報モニタリングシステムの構成の一例を示す構成図である。
【図７】本発明に係るデータ構成の一例を示す構成図である。
【図８】本発明の生体情報モニタリングシステムのイメージの一例を示す概念図である。
【図９】本発明の生体情報モニタリング方法の流れを示すフロー図である。
【図１０】本発明の生体情報モニタリングプログラムの機能構成を示す構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の生体情報モニタリングシステム、生体情報モニタリング方法および生体情報モ
ニタリングプログラムについて図面を参照しながら以下に詳細に説明する。
【００２１】
　図１は、本発明の生体情報モニタリングシステム１０００のイメージを表した概念図で
ある。図１に示すように、生体情報モニタリングシステムは、複数の対象者Ａ，Ｂに取り
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付けられて該対象者Ａ，Ｂの生体情報を測定する複数の測定機器１００と、該測定機器１
００により測定された対象者の生体情報を表示するための観測者Ｘ用の携帯可能な情報処
理端末２００とを備える。
【００２２】
　図１では複数の対象者として２人の対象者Ａ，Ｂのみを示しているが、対象者の数は特
に限定されるものではない。同様に、図１では一人の対象者に対して取り付けられる複数
の測定機器として５つの測定機器のみを示しているが、測定機器の数は特に限定されるも
のではなく、必要に応じて様々な測定機器を取り付けることができる。
【００２３】
　図２は、本発明の生体情報モニタリングシステム１０００の各部の構成の詳細を表した
構成図である。
【００２４】
　複数の測定機器１００は、図２に示すように、測定部１１０と、機器記憶部１２０と、
機器通信部１３０とをそれぞれ有する。
【００２５】
　上記測定部１１０は、対象者の生体情報を測定する。
【００２６】
　ここでいう生体情報とは、対象者のバイタルサインであって、例えば、脳内酸素飽和度
モニタ、心電計、血圧計、パルスオキシメータまたはエコー等の測定機器によって測定さ
れる情報とすることができる。
【００２７】
　上記機器記憶部１２０は、対象者を特定するための識別情報および測定部１１０により
測定された生体情報を記憶する。
【００２８】
　ここでいう識別情報とは、対象者を特定するための情報であって、この対象者の特定は
、直接的であってもよいし、間接的であってもよい。この特定の方法については後述する
。
【００２９】
　また、識別情報は、具体的には、数字やアルファベットで示される識別番号等とするこ
とができる。また、この識別情報は、一の対象者に対して取り付けられる複数の測定機器
が一つのセットと識別できるよう付与されるのが好ましい。
【００３０】
　図３は、機器記憶部１２０が記憶する識別情報に関するデータ構成を示すデータ構成図
である。図３に示されるように、識別番号「０００００１」が付与されるセットに含まれ
るそれぞれの測定機器には、この識別番号「０００００１」の冒頭に、脳内酸素飽和度モ
ニタを示す「ＴＯＳ」、心電計を示す「ＨＢ」、血圧計を示す「ＢＰ」、パルスオキシメ
ータを示す「ＳＰ」等のアルファベットを付した機器識別番号を付与しておくことができ
る。この場合、機器識別情報「０００００１」を有する測定機器のセットとして、これら
複数の測定機器のセットが識別できるとともに、それぞれの測定機器の種類までも識別す
ることができる。
【００３１】
　機器通信部１３０は、機器記憶部１２０により記憶された識別情報を情報処理端末２０
０に送信する。
【００３２】
　この送信は、無線通信等を用いて行われることができるが、通信手段の具体例について
は後述する。
【００３３】
　上記情報処理端末２００は、端末通信部２１０と、処理部２２０と、選択受付部２３０
とを有する。
【００３４】



(8) JP 2019-22593 A 2019.2.14

10

20

30

40

50

　端末通信部２１０は、複数の対象者に取り付けられた複数の測定機器１００の機器通信
部１３０から送信された複数の識別情報を受信する。
【００３５】
　処理部２２０は、複数の識別情報を、観測者が選択可能に表示するための表示情報を生
成する。
【００３６】
　選択受付部２３０は、観測者による複数の識別情報の中からの一の識別情報の選択を受
け付ける。
【００３７】
　そして、端末通信部２１０は、選択受付部２３０により受け付けられた一の識別情報を
記憶する複数の測定機器１００が取り付けられた一の対象者の生体情報を送信させるため
の命令を機器通信部１３０へ送信する。
【００３８】
　機器通信部１３０は、端末通信部２１０から送信された送信命令に基づいて、一の識別
情報を記憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を、端末通信部２
１０に送信する。
【００３９】
　処理部２２０は、端末通信部２１０が受信した生体情報を、情報処理端末２００の表示
画面に表示するための表示情報を生成する。
【００４０】
　かかる構成によれば、観測者は、携帯可能な情報処理装置の表示画面に表示された複数
の識別情報の中から一の識別情報の選択を行うという簡易な操作だけで、当該一の識別情
報を記憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を収集し、表示画面
でモニタリングすることができるようになる。
【００４１】
　一の対象者に取り付けられる複数の測定機器に記憶される識別情報は、該複数の測定機
器が一の対象者に取り付けられていることが識別可能な識別情報とすることができる。識
別情報の詳細は上述したとおりである。
【００４２】
　複数の測定機器と情報処理端末との間の情報の授受は、ＢＬＥ無線通信技術を用いて行
われることができる。
【００４３】
　ＢＬＥ無線通信技術は、ＢＬＥ（Bluetooth（登録商標） Low Energy）を用いる無線方
式の無線通信である。本通信技術を用いることにより、例えば、約１０ｍの範囲で約２５
６個の測定機器を識別可能に接続することができるが、この最大同時接続数はＢＬＥ機器
の性能に依存するため、この数に限定されるものではない。
【００４４】
　処理部２２０は、観測者により選択された一の識別情報に対応付けられた生体情報を、
一つの表示画面内で表示するための表示情報を生成することができる。
【００４５】
　図４は、表示画面の例を表したものである。図４に示すように、表示画面２４０には、
一の識別情報に対応付けられた複数の生体情報が一つの画面に表示されることができる。
【００４６】
　処理部２２０は、複数の識別情報を、観測者が選択可能に表示するとともに、該識別情
報に対応付けられた複数の測定装置２００の情報も選択可能に表示することができる。
【００４７】
　図５は、表示画面の例を表したものである。図５に示すように、表示画面２５０には、
複数の識別情報が観測者が選択可能に表示されるとともに、複数の測定機器の情報も選択
可能に表示されている。
【００４８】



(9) JP 2019-22593 A 2019.2.14

10

20

30

40

50

　複数の測定機器の情報は、その機器の情報を受信していることを示す情報とすることが
できる。このとき、このアイコンを選択することにより、この機器からの生体情報のみを
確認可能に表示することも可能である。
【００４９】
　図５に示すように、処理部２２０は、機器通信部が、端末通信部から送信された送信命
令に基づいて、一の識別情報を記憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生
体情報を、端末通信部に送信するための、観測者からの指示を受け付けるための指示ボタ
ン２５１を表示画面に表示するための表示情報を生成することができる。
【００５０】
　また、図６に示すように、情報処理端末２００は、サーバ装置３００とネットワークを
介して接続されることができる。
【００５１】
　サーバ装置３００は、サーバ記憶部３１０を有する。
【００５２】
　そして、サーバ記憶部３１０は、識別情報と当該識別情報が記憶された測定機器１００
が取り付けられた対象者とを対応付けて記憶し、処理部２２０は、端末通信部２１０が受
信した複数の識別情報それぞれに対応付けられた対象者を、識別情報に代えて観測者が選
択可能に表示するための表示情報を生成することができる。
【００５３】
　図７は、上記サーバ記憶部３１０に記憶されるデータ構成の一例を示す図である。図７
に示すようなデータを記憶することにより、観測者は、識別情報と対象者の氏名とを関連
付けて認識することができる。なお、対象者は、自身の識別番号または氏名を観測者が目
視可能な状態・手段で表記しておくのが好ましいが、この手段は特に限定されるものでは
なく、観測者の目視が不要な状態で電磁的な手段を用いることも可能である。
【００５４】
　複数の測定機器１００は、脳内酸素飽和度モニタ、心電計、血圧計、パルスオキシメー
タまたはエコーから選択される２以上の測定機器とすることができる。
【００５５】
　また、予め用意された測定機器のセットに新たな機器が追加された場合でも、この新た
な機器に、このセットに対応した識別情報を持たせることで、何ら新たな設定等を必要と
することなく、観測が可能である。
【００５６】
　また、本発明は、対象者が多数いる災害現場などで用いる場合により有利な効果を奏す
る。図８は、災害現場のイメージを示したものであるが、このような多数の対象者Ａ～Ｆ
が近距離でいる場合、観測者Ｘ，Ｙは各測定機器からの情報を取り違えることなく観測す
る必要がある。このような場合であっても、予め機器に識別情報が付与されることにより
、観測者Ｘ、Ｙは、自身が所持する情報処理端末で観測したい対象者を選択することで、
対象者の生体情報を確認することができる。
【００５７】
　続いて、本発明の生体情報モニタリング方法について図９を参照しながら説明する。図
９は、本発明の生体情報モニタリング方法の流れを示すフロー図である。
【００５８】
　図９に示すように、本発明の生体情報モニタリング方法は、複数の対象者に取り付けら
れて該対象者の生体情報を測定する複数の測定機器と、該測定機器により測定された対象
者の生体情報を表示するための観測者用の携帯可能な情報処理端末とを備える生体情報モ
ニタリングシステムにおける生体情報モニタリング方法であって、複数の測定機器に、測
定ステップＳ１０１と、機器記憶ステップＳ１０２と、機器通信ステップＳ１０３とをそ
れぞれ実行させ、情報処理端末に、端末通信ステップＳ１０４と、処理ステップＳ１０５
と、選択受付ステップＳ１０６とを実行させることを特徴とする。
【００５９】
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　測定ステップＳ１０１は、対象者の生体情報を測定する。測定ステップＳ１０１は、上
述した測定部１１０により実行されることができる。
【００６０】
　機器記憶ステップＳ１０２は、対象者を特定するための識別情報および測定ステップＳ
１０１において測定された生体情報を記憶する。機器記憶ステップＳ１０２は、上述した
機器記憶部１２０により実行されることができる。
【００６１】
　機器通信ステップＳ１０３は、機器記憶ステップＳ１０２において記憶された識別情報
を情報処理端末に送信する。機器通信ステップＳ１０３は、上述した機器通信部１３０に
より実行されることができる。
【００６２】
　端末通信ステップＳ１０４は、複数の対象者に取り付けられた複数の測定機器の機器通
信部から送信された複数の識別情報を受信する。端末通信ステップＳ１０４は、上述した
端末通信部２１０により実行されることができる。
【００６３】
　処理ステップＳ１０５は、複数の識別情報を、観測者が選択可能に表示するための表示
情報を生成する。処理ステップＳ１０６は、上述した処理部２２０により実行されること
ができる。
【００６４】
　選択受付ステップＳ１０６は、観測者による複数の識別情報の中からの一の識別情報の
選択を受け付ける。選択受付ステップＳ１０６は、上述した選択受付部２３０により実行
されることができる。
【００６５】
　情報処理端末は、選択受付ステップＳ１０６において受け付けられた一の識別情報を記
憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を送信させるための命令を
測定機器へ送信する（Ｓ１０７）。
【００６６】
　測定機器は、情報処理端末により送信された送信命令に基づいて、一の識別情報を記憶
する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を、情報処理端末に送信する
（Ｓ１０８）。
【００６７】
　情報処理端末は、測定機器が送信して情報処理端末が受信した生体情報を、情報処理端
末の表示画面に表示するための表示情報を生成する（Ｓ１０９）。
【００６８】
　以上の構成によれば複数の対象者の生体情報を簡易な方法で収集し、モニタリングする
ことができる。
【００６９】
　最後に、本発明の生体情報モニタリングプログラムについて図１０を参照しながら説明
する。図１０は、本発明の生体情報モニタリングプログラムの機能構成を示す機能構成図
である。
【００７０】
　図１０に示すように、本発明の生体情報モニタリングプログラムは、複数の対象者に取
り付けられて該対象者の生体情報を測定する複数の測定機器１００と、該測定機器１００
により測定された対象者の生体情報を表示するための観測者用の携帯可能な情報処理端末
２００とを備える生体情報モニタリングシステムを実現するための生体情報モニタリング
プログラムであって、情報処理端末２００に、端末通信機能と、処理機能と、選択受付機
能とを実現させるものである。
【００７１】
　端末通信機能は、複数の対象者に取り付けられた複数の測定機器から送信された複数の
識別情報を受信する。この端末通信機能は、端末通信回路２１０により実現されることが
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【００７２】
　処理機能は、複数の識別情報を、観測者が選択可能に表示するための表示情報を生成す
る。この処理機能は、処理回路２２０により実現されることができる。
【００７３】
　選択受付機能は、観測者による複数の識別情報の中からの一の識別情報の選択を受け付
ける。この選択受付機能は、選択受付回路２３０により実現されることができる。
【００７４】
　端末通信機能は、選択受付機能において受け付けられた一の識別情報を記憶する複数の
測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を送信させるための命令を測定機器へ送
信する。
【００７５】
　処理機能は、測定機器が送信して端末通信部が受信した生体情報を、情報処理端末の表
示画面に表示するための表示情報を生成する。
【００７６】
　以上の構成によれば複数の対象者の生体情報を簡易な方法で収集し、モニタリングする
ことができる。
【００７７】
　上述した本発明のコンピュータプログラムは、プロセッサが読み取り可能な記録媒体に
記録されていてよく、記録媒体としては、「一時的でない有形の媒体」、例えば、テープ
、ディスク、カード、半導体メモリ、プログラマブルな論理回路などを用いることができ
る。
【００７８】
　なお、上記コンピュータプログラムは、例えば、ActionScript、JavaScript（登録商標
）などのスクリプト言語、Objective-C、Java（登録商標）などのオブジェクト指向プロ
グラミング言語、HTML5などのマークアップ言語などを用いて実装できる。
【符号の説明】
【００７９】
　１０００　生体情報モニタリングシステム
　　１００　測定機器
　　１１０　測定部
　　１２０　機器記憶部
　　１３０　機器通信部
　　２００　情報処理端末
　　２１０　端末通信部
　　２２０　処理部
　　２３０　選択受付部
　　２４０　表示画面
　　２５０　表示画面
　　３００　サーバ装置
　　３１０　サーバ記憶部
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【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年10月20日(2017.10.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の対象者に取り付けられて該対象者の生体情報を測定する複数の測定機器と、該測
定機器により測定された前記対象者の生体情報を表示するための観測者用の携帯可能な情
報処理端末とを備える生体情報モニタリングシステムであって、
　前記複数の測定機器は、
　　前記対象者の生体情報を測定する測定部と、
　　前記対象者を特定するための識別情報および前記測定部により測定された生体情報を
記憶する機器記憶部と、
　　前記機器記憶部により記憶された識別情報を前記情報処理端末に送信する機器通信部
と、
　をそれぞれ有し、
　前記情報処理端末は、
　　前記複数の対象者に取り付けられた複数の測定機器の機器通信部から送信された複数
の識別情報を受信する端末通信部と、
　　前記複数の識別情報を、前記観測者が選択可能に表示するための表示情報を生成する
処理部と、
　　前記観測者による前記複数の識別情報の中からの一の識別情報の選択を受け付ける選
択受付部と、
　を有し、
　前記端末通信部は、前記選択受付部により受け付けられた一の識別情報を記憶する複数
の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を送信させるための命令を前記機器通
信部へ送信し、
　前記機器通信部は、前記端末通信部から送信された送信命令に基づいて、前記一の識別
情報を記憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を、前記端末通信
部に送信し、
　前記処理部は、前記端末通信部が受信した生体情報を、前記情報処理端末の表示画面に
表示するための表示情報を生成し、
　前記情報処理端末は、サーバ記憶部を有するサーバ装置とネットワークを介して接続さ
れ、
　前記サーバ記憶部は、前記識別情報と当該識別情報が記憶された測定機器が取り付けら
れた対象者とを対応付けて記憶し、
　前記処理部は、前記端末通信部が受信した複数の識別情報それぞれに対応付けられた対
象者を、前記識別情報に代えて前記観測者が選択可能に表示するための表示情報を生成す
る生体情報モニタリングシステム。
【請求項２】
　前記一の対象者に取り付けられる複数の測定機器に記憶される識別情報は、該複数の測
定機器が前記一の対象者に取り付けられていることが識別可能な識別情報であることを特
徴とする請求項１に記載の生体情報モニタリングシステム。
【請求項３】
　前記複数の測定機器と前記情報処理端末との間の情報の授受は、ＢＬＥ無線通信技術を
用いて行われることを特徴とする請求項１または２に記載の生体情報モニタリングシステ
ム。
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【請求項４】
　前記処理部は、前記観測者により選択された一の識別情報に対応付けられた生体情報を
、一つの表示画面内で表示するための表示情報を生成することを特徴とする請求項１～３
のいずれか一項に記載の生体情報モニタリングシステム。
【請求項５】
　前記処理部は、前記複数の識別情報を、前記観測者が選択可能に表示するとともに、該
識別情報に対応付けられた複数の測定装置の情報も選択可能に表示することを特徴とする
請求項１～４のいずれか一項に記載の生体情報モニタリングシステム。
【請求項６】
　前記処理部は、前記機器通信部が、前記端末通信部から送信された送信命令に基づいて
、前記一の識別情報を記憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を
、前記端末通信部に送信するための、前記観測者からの指示を受け付けるための指示ボタ
ンを前記表示画面に表示するための表示情報を生成する請求項１～５のいずれか一項に記
載の生体情報モニタリングシステム。
【請求項７】
　前記複数の測定機器は、脳内酸素飽和度モニタ、心電計、血圧計、パルスオキシメータ
またはエコーから選択される２以上の測定機器であることを特徴とする請求項１～６のい
ずれか一項に記載の生体情報モニタリングシステム。
【請求項８】
　複数の対象者に取り付けられて該対象者の生体情報を測定する複数の測定機器と、該測
定機器により測定された前記対象者の生体情報を表示するための観測者用の携帯可能な情
報処理端末とを備える生体情報モニタリングシステムにおいて実行される生体情報モニタ
リング方法であって、
　前記複数の測定機器に、
　　前記対象者の生体情報を測定する測定ステップと、
　　前記対象者を特定するための識別情報および前記測定ステップにおいて測定された生
体情報を記憶する機器記憶ステップと、
　　前記機器記憶ステップにおいて記憶された識別情報を前記情報処理端末に送信する機
器通信ステップと、
　をそれぞれ実行させ、
　前記情報処理端末に、
　　前記複数の対象者に取り付けられた複数の測定機器の機器通信部から送信された複数
の識別情報を受信する端末通信ステップと、
　　前記複数の識別情報を、前記観測者が選択可能に表示するための表示情報を生成する
処理ステップと、
　　前記観測者による前記複数の識別情報の中からの一の識別情報の選択を受け付ける選
択受付ステップと、
　を実行させ、
　前記情報処理端末は、前記選択受付ステップにおいて受け付けられた一の識別情報を記
憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を送信させるための命令を
前記測定機器へ送信し、
　前記測定機器は、前記情報処理端末により送信された送信命令に基づいて、前記一の識
別情報を記憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を、前記情報処
理端末に送信し、
　前記情報処理端末は、前記測定機器が送信して前記情報処理端末が受信した生体情報を
、前記情報処理端末の表示画面に表示するための表示情報を生成し、
　前記情報処理端末は、サーバ記憶部を有するサーバ装置とネットワークを介して接続さ
れ、
　前記サーバ記憶部は、前記識別情報と当該識別情報が記憶された測定機器が取り付けら
れた対象者とを対応付けて記憶し、
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　前記処理ステップでは、前記端末通信ステップにおいて受信した複数の識別情報それぞ
れに対応付けられた対象者を、前記識別情報に代えて前記観測者が選択可能に表示するた
めの表示情報を生成する生体情報モニタリング方法。
【請求項９】
　複数の対象者に取り付けられて該対象者の生体情報を測定する複数の測定機器と、該測
定機器により測定された前記対象者の生体情報を表示するための観測者用の携帯可能な情
報処理端末とを備える生体情報モニタリングシステムを実眼するための生体情報モニタリ
ングプログラムであって、
　前記情報処理端末に、
　　前記複数の対象者に取り付けられた複数の測定機器から送信された複数の識別情報を
受信する端末通信機能と、
　　前記複数の識別情報を、前記観測者が選択可能に表示するための表示情報を生成する
処理機能と、
　　前記観測者による前記複数の識別情報の中からの一の識別情報の選択を受け付ける選
択受付機能と
　を実現させ、
　前記端末通信機能は、前記選択受付機能において受け付けられた一の識別情報を記憶す
る複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を送信させるための命令を前記
測定機器へ送信し、
　前記処理機能は、前記測定機器が送信して前記端末通信機能が受信した生体情報を、前
記情報処理端末の表示画面に表示するための表示情報を生成し、
　前記情報処理端末は、サーバ記憶部を有するサーバ装置とネットワークを介して接続さ
れ、
　前記サーバ記憶部は、前記識別情報と当該識別情報が記憶された測定機器が取り付けら
れた対象者とを対応付けて記憶し、
　前記処理機能は、前記端末通信機能が受信した複数の識別情報それぞれに対応付けられ
た対象者を、前記識別情報に代えて前記観測者が選択可能に表示するための表示情報を生
成する生体情報モニタリングプログラム。
【手続補正書】
【提出日】平成30年2月1日(2018.2.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の対象者に取り付けられて該対象者の生体情報を測定する複数の測定機器と、該測
定機器により測定された前記対象者の生体情報を表示するための観測者用の携帯可能な情
報処理端末とを備える生体情報モニタリングシステムであって、
　前記複数の測定機器は、
　　前記対象者の生体情報を測定する測定部と、
　　前記対象者を特定するための識別情報および前記測定部により測定された生体情報を
記憶する機器記憶部と、
　　前記機器記憶部により記憶された識別情報を前記情報処理端末に送信する機器通信部
と、
　をそれぞれ有し、
　前記情報処理端末は、サーバ記憶部を有するサーバ装置とネットワークを介して接続さ
れ、当該サーバ記憶部は、前記識別情報と当該識別情報が記憶された測定機器が取り付け
られた対象者とを対応付けて記憶し、
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　前記情報処理端末は、
　　前記複数の対象者に取り付けられた複数の測定機器の機器通信部から送信された複数
の識別情報を受信する端末通信部と、
　　前記端末通信部が受信した複数の識別情報それぞれに対応付けられた対象者を、前記
観測者が選択可能に表示するための表示情報を生成する処理部と、
　　前記観測者による前記対象者の中からの一の対象者の選択を受け付ける選択受付部と
、
　を有し、
　前記端末通信部は、前記選択受付部により受け付けられた一の対象者に対応付けられた
一の識別情報を記憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を送信さ
せるための命令を前記機器通信部へ送信し、
　前記機器通信部は、前記端末通信部から送信された送信命令に基づいて、前記一の識別
情報を記憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を、前記端末通信
部に送信し、
　前記処理部は、前記端末通信部が受信した生体情報を、前記情報処理端末の表示画面に
表示するための表示情報を生成する生体情報モニタリングシステム。
【請求項２】
　前記一の対象者に取り付けられる複数の測定機器に記憶される識別情報は、該複数の測
定機器が前記一の対象者に取り付けられていることが識別可能な識別情報であることを特
徴とする請求項１に記載の生体情報モニタリングシステム。
【請求項３】
　前記複数の測定機器と前記情報処理端末との間の情報の授受は、ＢＬＥ無線通信技術を
用いて行われることを特徴とする請求項１または２に記載の生体情報モニタリングシステ
ム。
【請求項４】
　前記処理部は、前記観測者により選択された一の対象者に対応付けられた一の識別情報
に対応付けられた生体情報を、一つの表示画面内で表示するための表示情報を生成するこ
とを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の生体情報モニタリングシステム。
【請求項５】
　前記処理部は、前記対象者を、前記観測者が選択可能に表示するとともに、該対象者に
対応付けられた一の識別情報に対応付けられた複数の測定装置の情報も選択可能に表示す
ることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の生体情報モニタリングシステム
。
【請求項６】
　前記処理部は、前記機器通信部が、前記端末通信部から送信された送信命令に基づいて
、前記一の識別情報を記憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を
、前記端末通信部に送信するための、前記観測者からの指示を受け付けるための指示ボタ
ンを前記表示画面に表示するための表示情報を生成する請求項１～５のいずれか一項に記
載の生体情報モニタリングシステム。
【請求項７】
　前記複数の測定機器は、脳内酸素飽和度モニタ、心電計、血圧計、パルスオキシメータ
またはエコーから選択される２以上の測定機器であることを特徴とする請求項１～６のい
ずれか一項に記載の生体情報モニタリングシステム。
【請求項８】
　複数の対象者に取り付けられて該対象者の生体情報を測定する複数の測定機器と、該測
定機器により測定された前記対象者の生体情報を表示するための観測者用の携帯可能な情
報処理端末とを備える生体情報モニタリングシステムにおいて実行される生体情報モニタ
リング方法であって、
　前記複数の測定機器に、
　　前記対象者の生体情報を測定する測定ステップと、
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　　前記対象者を特定するための識別情報および前記測定ステップにおいて測定された生
体情報を記憶する機器記憶ステップと、
　　前記機器記憶ステップにおいて記憶された識別情報を前記情報処理端末に送信する機
器通信ステップと、
　をそれぞれ実行させ、
　前記情報処理端末は、サーバ記憶部を有するサーバ装置とネットワークを介して接続さ
れ、当該サーバ記憶部は、前記識別情報と当該識別情報が記憶された測定機器が取り付け
られた対象者とを対応付けて記憶し、
　前記情報処理端末に、
　　前記複数の対象者に取り付けられた複数の測定機器の機器通信部から送信された複数
の識別情報を受信する端末通信ステップと、
　　前記端末通信部が受信した複数の識別情報それぞれに対応付けられた対象者を、前記
観測者が選択可能に表示するための表示情報を生成する処理ステップと、
　　前記観測者による前記対象者の中からの一の対象者の選択を受け付ける選択受付ステ
ップと、
　を実行させ、
　前記情報処理端末は、前記選択受付ステップにおいて受け付けられた一の対象者に対応
付けられた一の識別情報を記憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情
報を送信させるための命令を前記測定機器へ送信し、
　前記測定機器は、前記情報処理端末により送信された送信命令に基づいて、前記一の識
別情報を記憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を、前記情報処
理端末に送信し、
　前記情報処理端末は、前記測定機器が送信して前記情報処理端末が受信した生体情報を
、前記情報処理端末の表示画面に表示するための表示情報を生成する生体情報モニタリン
グ方法。
【請求項９】
　複数の対象者に取り付けられて該対象者の生体情報を測定する複数の測定機器と、該測
定機器により測定された前記対象者の生体情報を表示するための観測者用の携帯可能な情
報処理端末とを備える生体情報モニタリングシステムを実現するための生体情報モニタリ
ングプログラムであって、
　前記情報処理端末は、サーバ記憶部を有するサーバ装置とネットワークを介して接続さ
れ、当該サーバ記憶部は、前記識別情報と当該識別情報が記憶された測定機器が取り付け
られた対象者とを対応付けて記憶し、
　前記情報処理端末に、
　　前記複数の対象者に取り付けられた複数の測定機器から送信された複数の識別情報を
受信する端末通信機能と、
　　前記端末通信部が受信した複数の識別情報それぞれに対応付けられた対象者を、前記
観測者が選択可能に表示するための表示情報を生成する処理機能と、
　　前記観測者による前記対象者の中からの一の対象者の選択を受け付ける選択受付機能
と
　を実現させ、
　前記端末通信機能は、前記選択受付機能において受け付けられた一の対象者に対応付け
られた一の識別情報を記憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を
送信させるための命令を前記測定機器へ送信し、
　前記処理機能は、前記測定機器が送信して前記端末通信機能が受信した生体情報を、前
記情報処理端末の表示画面に表示するための表示情報を生成する生体情報モニタリングプ
ログラム。
【手続補正書】
【提出日】平成30年6月4日(2018.6.4)
【手続補正１】
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【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の対象者に取り付けられて該対象者の生体情報を測定する複数の測定機器と、該測
定機器により測定された前記対象者の生体情報を表示するための観測者用の携帯可能な情
報処理端末とを備える生体情報モニタリングシステムであって、
　前記複数の測定機器は、
　　一の対象者に取り付けられ得る他の測定機器とともに予めセットとして管理され、
　　当該測定機器が含まれるセットを識別し、これにより当該セットの測定機器が取り付
けられる対象者を識別可能な識別情報が予め付与され、
　　前記対象者の生体情報を測定する測定部と、
　　前記識別情報および前記測定部により測定された生体情報を記憶する機器記憶部と、
　　前記機器記憶部により記憶された識別情報を前記情報処理端末に送信する機器通信部
と、
　をそれぞれ有し、
　前記情報処理端末は、
　　前記複数の対象者に取り付けられた複数の測定機器の機器通信部から送信された複数
の識別情報を受信する端末通信部と、
　　前記観測者に、前記複数の識別情報を選択可能に表示するための表示情報を生成する
処理部と、
　　前記観測者により、前記複数の識別情報から一の識別情報の選択を受け付ける選択受
付部と、
　を有し、
　前記端末通信部は、前記選択受付部により受け付けられた一の識別情報を記憶する複数
の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を送信させるための命令を前記機器通
信部へ送信し、
　前記機器通信部は、前記端末通信部から送信された送信命令に基づいて、前記一の識別
情報を記憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を、前記端末通信
部に送信し、
　前記処理部は、前記端末通信部が受信した生体情報を、前記情報処理端末の表示画面に
表示するための表示情報を生成する生体情報モニタリングシステム。
【請求項２】
　前記複数の測定機器と前記情報処理端末との間の情報の授受は、ＢＬＥ無線通信技術を
用いて行われることを特徴とする請求項１に記載の生体情報モニタリングシステム。
【請求項３】
　前記処理部は、前記観測者により選択された一の対象者に対応付けられた一の識別情報
に対応付けられた生体情報を、一つの表示画面内で表示するための表示情報を生成するこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の生体情報モニタリングシステム。
【請求項４】
　前記処理部は、前記機器通信部が、前記端末通信部から送信された送信命令に基づいて
、前記一の識別情報を記憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を
、前記端末通信部に送信するための、前記観測者からの指示を受け付けるための指示ボタ
ンを前記表示画面に表示するための表示情報を生成する請求項１～３のいずれか一項に記
載の生体情報モニタリングシステム。
【請求項５】
　前記情報処理端末は、サーバ記憶部を有するサーバ装置とネットワークを介して接続さ
れ、
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　前記サーバ記憶部は、前記識別情報と当該識別情報が記憶された測定機器が取り付けら
れた対象者とを対応付けて記憶する請求項１～４のいずれか一項に記載の生体情報モニタ
リングシステム。
【請求項６】
　前記複数の測定機器は、脳内酸素飽和度モニタ、心電計、血圧計、パルスオキシメータ
またはエコーから選択される２以上の測定機器であることを特徴とする請求項１～５のい
ずれか一項に記載の生体情報モニタリングシステム。
【請求項７】
　複数の対象者に取り付けられて該対象者の生体情報を測定する複数の測定機器と、該測
定機器により測定された前記対象者の生体情報を表示するための観測者用の携帯可能な情
報処理端末とを備える生体情報モニタリングシステムにおいて実行される生体情報モニタ
リング方法であって、
　前記複数の測定機器は、一の対象者に取り付けられ得る他の測定機器とともに予めセッ
トとして管理され、各測定機器は、当該測定機器が含まれるセットを識別し、これにより
当該セットの測定機器が取り付けられる対象者を識別可能な識別情報が予め付与され、
　前記複数の測定機器に、
　　前記対象者の生体情報を測定する測定ステップと、
　　前記識別情報および前記測定ステップにおいて測定された生体情報を記憶する機器記
憶ステップと、
　　前記機器記憶ステップにおいて記憶された識別情報を前記情報処理端末に送信する機
器通信ステップと、
　をそれぞれ実行させ、
　前記情報処理端末に、
　　前記複数の対象者に取り付けられた複数の測定機器の機器通信部から送信された複数
の識別情報を受信する端末通信ステップと、
　　前記観測者に、前記複数の識別情報を選択可能に表示するための表示情報を生成する
処理ステップと、
　　前記観測者により、前記複数の識別情報から一の識別情報の選択を受け付ける選択受
付ステップと、
　を実行させ、
　前記情報処理端末は、前記選択受付ステップにおいて受け付けられた一の識別情報を記
憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を送信させるための命令を
前記測定機器へ送信し、
　前記測定機器は、前記情報処理端末により送信された送信命令に基づいて、前記一の識
別情報を記憶する複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を、前記情報処
理端末に送信し、
　前記情報処理端末は、前記測定機器が送信して前記情報処理端末が受信した生体情報を
、前記情報処理端末の表示画面に表示するための表示情報を生成する生体情報モニタリン
グ方法。
【請求項８】
　複数の対象者に取り付けられて該対象者の生体情報を測定する複数の測定機器と、該測
定機器により測定された前記対象者の生体情報を表示するための観測者用の携帯可能な情
報処理端末とを備える生体情報モニタリングシステムを実現するための生体情報モニタリ
ングプログラムであって、
　前記複数の測定機器は、一の対象者に取り付けられ得る他の測定機器とともに予めセッ
トとして管理され、各測定機器は、当該測定機器が含まれるセットを識別し、これにより
当該セットの測定機器が取り付けられる対象者を識別可能な識別情報が予め付与され、
　前記情報処理端末に、
　　前記複数の対象者に取り付けられた複数の測定機器から送信された複数の識別情報を
受信する端末通信機能と、
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　　前記観測者に、前記複数の識別情報を選択可能に表示するための表示情報を生成する
処理機能と、
　　前記観測者により、前記複数の識別情報から一の識別情報の選択を受け付ける選択受
付機能と
　を実現させ、
　前記端末通信機能は、前記選択受付機能において受け付けられた一の識別情報を記憶す
る複数の測定機器が取り付けられた一の対象者の生体情報を送信させるための命令を前記
測定機器へ送信し、
　前記処理機能は、前記測定機器が送信して前記端末通信機能が受信した生体情報を、前
記情報処理端末の表示画面に表示するための表示情報を生成する生体情報モニタリングプ
ログラム。



(22) JP 2019-22593 A 2019.2.14

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 4C117 XA07  XB04  XB07  XB11  XC14  XC15  XE15  XE17  XE37  XE52 
　　　　 　　        XE60  XE62  XE64  XF22  XG05  XG12  XG17  XG43  XJ03  XJ27 
　　　　 　　        XL01  XL03  XP10  XQ03  XQ07  XQ18 



专利名称(译) 生物信息监测系统，生物信息监测方法和生物信息监测方案

公开(公告)号 JP2019022593A 公开(公告)日 2019-02-14

申请号 JP2017142727 申请日 2017-07-24

申请(专利权)人(译) 藤田公司医疗器械

[标]发明人 田中祥五

发明人 前多 宏信
田中 祥五

IPC分类号 A61B5/00

FI分类号 A61B5/00.102.B A61B5/00.102.C A61B5/00.ZDM

F-TERM分类号 4C117/XA07 4C117/XB04 4C117/XB07 4C117/XB11 4C117/XC14 4C117/XC15 4C117/XE15 4C117
/XE17 4C117/XE37 4C117/XE52 4C117/XE60 4C117/XE62 4C117/XE64 4C117/XF22 4C117/XG05 
4C117/XG12 4C117/XG17 4C117/XG43 4C117/XJ03 4C117/XJ27 4C117/XL01 4C117/XL03 4C117
/XP10 4C117/XQ03 4C117/XQ07 4C117/XQ18

其他公开文献 JP6386140B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题提供生物信息监测系统，生物信息监测方法和生物信息监
测程序，用于通过简单的方法监测多个受试者的生物信息。 多个测量仪
器连接到多个对象以测量对象的生物信息，以及用于观察者的移动电
话，用于显示由测量仪器测量的对象的生物信息并且，设备通信单元能
够与附着有存储一个识别信息的多个测量装置的多个测量装置进行通
信，到终端通信单元的信息和处理单元生成用于在信息处理终端的显示
屏幕上显示由终端通信单元接收的生物信息的显示信息。 点域1

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/ef60bf2e-c8d6-4ffe-a757-ec1698bba06e
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/063444342/publication/JP2019022593A?q=JP2019022593A

